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放置車両の確認事務の委託手続等に関する事務処理要領の制定について 

 

放置車両の確認事務の委託手続等に関する事務手続等の迅速かつ的確な処理を行うため、

別添「放置車両の確認事務の委託手続等に関する事務処理要領」を制定したので、同要領

に基づいて適正に事務を行われたい｡ 

 なお、この要領は、道路交通法の一部を改正する法律（平成１６年法律第９０号）第３

条の改正規定が施行されるまでの間は、同法附則第２条に規定する準備行為の規定により

取り扱うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添 

放置車両の確認事務の委託手続等に関する事務処理要領 

 

第１ 目的 

この要領は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）、確認

事務の委託の手続等に関する規則（平成１６年国家公安委員会規則第２３号。以下「委

託規則」という。）及び放置車両の確認事務の委託及び駐車監視員に関する事務取扱規

程（平成１７年公安委員会規程第１４号。以下「取扱規程」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

第２ 登録等の手続 

１ 登録の申請手続等 

 (1) 登録申請書の受理 

交通指導課長は、登録を受けようとする法人（以下「登録申請法人」という。）

から福井県道路交通法施行細則（昭和４３年福井県公安委員会規則第１号。以下

「施行細則」という。）に規定する放置車両確認事務法人登録申請書（施行細則様

式第８号の２。以下「登録申請書」という。）の提出があった場合は、記載事項等

に不備がないこと、添付書類が整っていることなどの形式的要件が適合しているか

確認し、受理するものとする。 

 (2) 登録の審査 

交通指導課長は、登録申請書及び添付書類について書面審査をするほか、身上照

会書（別記様式第１号）により関係機関に照会を実施するものとする。この場合に

おいて、外国人の場合は、併せて前科調査照会書（別記様式第２号）により照会を

実施するものとする。 

(3) 登録簿への登載等 

交通指導課長は、公安委員会が登録申請法人に登録する旨の決定をした場合には、

登録番号、法人名称、代表者の氏名、所在地及び登録年月日を登録簿（取扱規程別

記様式第５号）に登載するとともに、当該登録申請法人に対して登録（登録更新）

通知書（取扱規程別記様式第３号）を交付し、及び受領書（別記様式第３号）を徴

するものとする。 

 (4) 登録拒否の通知 

交通指導課長は、公安委員会が登録申請法人に登録の拒否をする決定をした場合

には、当該登録申請法人に対して登録（登録更新）申請に関する通知書（取扱規程

別記様式第４号）を交付し、及び受領書を徴するものとする。 

２ 報告及び立入検査 

  (1) 報告 

登録法人に対し、その業務又は経理の状況を報告させる場合は、報告要求書（取

扱規程別記様式第８号）により行うものとする。 

  (2) 立入検査 

立入検査をする場合は、交通指導課長と登録法人を所轄する署長（以下「所轄署

長」という。）が緊密な連携をとって行うものとする。この場合において、立入り



する警察職員は、警察手帳（交通巡視員に貸与された警察手帳を含む｡）を関係者

に提示するものとする。 

第３ 駐車監視員資格者証交付の手続等 

１ 駐車監視員資格者講習 

(1) 講習の準備 

ア 交通指導課長は、駐車監視員資格者講習（以下「講習」という。）の円滑かつ

効果的な運用を図るため、交通指導課に講習責任者及び講習補助員を置くことと

し、講習責任者には警部以上の階級にある警察官を、講習補助員には警部補以下

の警察官（同相当の職員を含む。）をもって充てるものとする。 

イ 講習責任者は、次の任務を行うものとする。 

 (ｱ) 講習計画の作成に関すること。 

 (ｲ) 講習の実施の管理に関すること。 

 (ｳ) 修了考査の合否の判定に関すること。 

 (ｴ) 警察庁及び他の都道府県警察との連絡調整に関すること。 

(2) 講習の公示 

ア 交通指導課長は、講習を行う場合には、委託規則第６条の規定による公示のほ

か、必要により他の手段による広報に努めるものとする。 

イ 公示に掲げる事項は、次のとおりとする。 

(ｱ) 講習の日時及び場所 

(ｲ) 受講の申込み期限 

(ｳ) 受講申込書の提出先及び提出方法 

(ｴ) 受講申込みに必要な書類等 

(ｵ) 受講手数料の金額及び納入方法 

(ｶ) 受講に関する問い合わせ先等 

(3) 講習計画の作成 

ア 交通指導課長は、講習予定期日の１か月前までに講習計画を作成するものとす

る。 

イ 講習計画は、駐車監視員資格者講習教授基準（別表第１）に基づき定めるもの

とし、次の事項に配意して作成するものとする。 

 (ｱ) 教授細目は修得すべき知識の順序、難易等を考慮して、受講者が理解しやす

いように配列すること。 

 (ｲ) 教授細目ごとに所要時間、講師の氏名、講習補助員の員数、使用する教材等

を示すこと。 

 (ｳ) 講師は、講習項目に応じて、知識経験及び教育能力において十分な適格性を

有する者をもって充てること。 

 (ｴ) 講習において使用する教材等は、講習用に作成されたテキスト、資料、視聴

覚教材等を活用すること。 

(4) 受講申込書の受理 

交通指導課長は、講習を受けようとする者（以下「申込者」という。）から駐車

監視員資格者講習受講申込書（施行細則様式第８号の３。以下「申込書」とい



う。）の提出があった場合には、記載事項等に不備がないこと、添付書類が整って

いることなどの形式的要件が適合しているか確認し、受理するものとする。この場

合において、申込者に対して、講習を受講して駐車監視員資格者講習修了証明書

（委託規則別記様式第１号。以下「修了証明書」という）の交付を受けても駐車監

視員資格者証交付申請の段階で法第５１条の１３第１項第２号に規定する欠格事由

に該当する場合は、駐車監視員資格者証（委託規則別記様式第３号。以下「資格者

証」という。）の交付を受けることができない旨を事前に説明してこれを了知させ

るものとする。 

 (5) 駐車監視員資格者講習受講票の交付 

交通指導課長は、駐車監視員資格者講習受講票（別記様式第４号）を交付する場

合には、駐車監視員資格者講習受講票発出管理簿（別記様式第５号）に必要事項を

記載するものとする。 

(6) 講習の実施 

交通指導課長は、講習を実施する際、次の事項に配意するものとする。 

ア 講習は、講習計画に従い、適切かつ効果的に実施すること。 

イ ビデオ、スライド等視聴覚教材を用いることにより、より講習効果が高まると

認められる場合は、積極的に視聴覚教材を活用すること。 

ウ 講習補助員は、資料の配布、視聴覚教材の設置及び操作、受講者の対応その他

講師の指示に従って講習を補助すること。 

(7) 講習修了結果の伝達 

ア 交通指導課長は、修了考査の合否判定をした場合には、速やかに、受講者に講

習修了の判定結果を通知するものとする。 

イ 交通指導課長は、合格者に対して修了証明書を交付するとともに、受領書を徴

するものとする。 

ウ 修了考査において不正行為をした者については、不合格とする。 

なお、不正な手段により合格した者に対して修了証明書を交付していることが

明らかになった場合は、次の措置をとるものとする。 

(ｱ) 受講者に対して改めて講習修了判定を通知し、当該修了証明書の返納を求め

ること｡ 

(ｲ) 他の都道府県において当該修了証明書を用い、資格者証を取得しようとし、

又は既に取得しているおそれがあることから、警察庁及び都道府県警察に対し、

(ｱ)の返納を受けた年月日、当該修了証明書の番号、これを交付した者の氏名

及び住所を文書により、速やかに通報すること。 

(8) 修了証明書の再交付 

ア 交通指導課長は、修了証明書を亡失し、又は滅失して再交付を受けようとする

者（以下「修了証明書再交付申請者」という。）から駐車監視員資格者講習修了

証明書再交付申請書（施行細則様式第８号の４。以下「講習修了証明書再交付申

請書」という。）の提出があった場合には、記載事項等に不備がないこと、添付

書類が整っていることなどの形式的要件が適合しているか確認し、受理するもの

とする。 



イ 交通指導課長は、修了証明書を再交付した場合には、受領書を徴するものとす

る。この場合において、修了証明書再交付申請者に対し、亡失した修了証明書を

発見した場合は、速やかに返納するように指導するものとする。 

２ 駐車監視員資格者同等認定の申請 

交通指導課長は、駐車監視員資格者講習課程修了者と同等以上の技能及び知識を有

する者の認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）から駐車監視員資

格者認定申請書（施行細則様式第８号の５。以下「認定申請書」という。）の提出が

あった場合には、記載事項等に不備がないこと、添付書類が整っていることなどの形

式的要件が適合しているか確認し、受理するものとする。 

 ３ 認定の審査 

交通指導課長は、２により提出された認定申請書及び添付書類により公安委員会が

委託規則第１０条第１項に定める基準に該当すると判断した場合には、駐車監視員資

格者認定考査受検票発出管理簿（別記様式第６号）に必要事項を記載し、当該認定申

請者に対して駐車監視員資格者認定考査受検票（別記様式第７号）を交付するととも

に、取扱規程に基づいて認定考査を実施するものとする。 

４ 認定書の交付 

交通指導課長は、３により認定した者に対し、認定書（委託規則別記様式第２

号）を交付するとともに受領書を徴するものとする。 

５ 認定書の再交付 

(1) 交通指導課長は，認定書を亡失し、又は滅失して再交付を受けようとする者（以

下「認定書再交付申請者」という。）から認定書再交付申請書（施行細則様式第８

号の４）の提出があった場合には、記載事項等に不備がないこと、添付書類が整っ

ていることなどの形式的要件が適合しているかを確認し、受理するものとする。 

(2) 交通指導課長は、認定書を再交付した場合には、受領書を徴するものとする。こ

の場合において、認定書再交付申請者に対し、亡失した認定書を発見した場合は、

速やかに返納するように指導するものとする。 

６ 資格者証の交付手続等 

 (1) 資格者証の交付申請 

 交通指導課長は、修了証明書又は認定書の交付を受けた者で資格者証の交付を受

けようとする者（以下「交付申請者」という。）から駐車監視員資格者証交付申請

書（施行細則様式第８号の６。以下「交付申請書」）の提出があった場合には、記

載事項等に不備がないこと、添付書類が整っていることなどの形式的要件が適合し

ているか確認し、受理するものとする。 

(2) 交付の審査 

交通指導課長は、第２の１(2)に準じて交付申請者の欠格事由の該当性の有無を

審査するものとする。 

 (3) 資格者証の交付等 

交通指導課長は、公安委員会が交付申請者に資格者証を交付する決定をした場合

には、資格者証番号、本籍、住所、氏名、生年月日、修了証明書番号等を駐車監視

員資格者証交付者名簿（取扱規程別記様式第１０号。以下「交付者名簿」とい



う。）に登載するとともに、当該交付申請者に資格者証を交付し、受領書を徴する

ものとする。 

 (4) 資格者証の交付拒否の通知 

交通指導課長は、公安委員会が交付申請者に資格者証の交付を拒否する決定をし

た場合には、当該交付申請者に対して駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書

（取扱規程別記様式第１１号）を交付するとともに受領書を徴するものとする。 

 (5) 変更の届出 

ア 交通指導課長は、(3)により資格者証の交付を受けた者で、資格者証の記載事

項に変更の必要がある者から駐車監視員資格者証書換え交付申請書（施行細則様

式第８号の７）の提出があった場合には、記載事項等に不備がないこと、添付書

類が整っていることなどの形式的要件が適合しているか確認し、受理するものと

する。 

イ 交通指導課長は、新しく資格者証を作成して申請者に交付し、受領書を徴する

ものとする。この場合において、交通指導課長は、旧資格者証の提出を受け、こ

れを廃棄しなければならない。 

 (6) 資格者証の再交付 

ア 交通指導課長は、資格者証を亡失し、又は滅失して再交付を受けようとする者

（以下「資格者証再交付申請者」という。）から駐車監視員資格者証再交付申請

書（施行細則様式第８号の８）の提出があった場合には、記載事項等に不備がな

いこと、添付書類が整っていることなどの形式的要件が適合しているか確認し、

受理するものとする。 

イ 交通指導課長は、資格者証を再交付した場合には、受領書を徴するものとする。

この場合において、資格者証再交付申請者に対し、亡失した資格者証を発見した

場合は、速やかに返納するように指導するものとする。 

第４ 行政処分 

１ 適合命令  

 (1) 不適合事案の報告 

交通指導課長は、登録法人が法第５１条の８第４項各号のいずれかに適合しなく

なった旨を認知した場合には、適合命令対象事案上申書（別記様式第８号）に関係

書類を添えて公安委員会に上申するものとする。 

 (2) 弁明の機会の付与と適合命令 

ア 交通指導課長は、公安委員会が弁明の機会付与後、適合命令の処分を決定した

場合には、被処分登録法人に対して処分理由を告げて適合命令書（取扱規程別記

様式第６号）を交付するものとする。 

イ 交通指導課長は、公安委員会が適合命令の処分を決定した場合において、被処

分登録法人が出頭しない等により処分の執行ができない場合には、適合命令決定

通知書（別記様式第９号）に適合命令書を添えて所轄署長に送付し、適合命令書

の交付を依頼するものとする。 

ウ 所轄署長は、交通指導課長から適合命令決定通知書及び適合命令書の送付を受

けた場合には、速やかに被処分登録法人に適合命令書を交付するとともに、処分



を執行した旨を適合命令執行報告書（別記様式第１０号）により交通指導課長を

経由して公安委員会に報告するものとする。 

２ 登録の取消し 

 (1) 登録取消しの上申 

交通指導課長は、登録法人が法第５１条の１０に該当することを認知した場合に

は、登録取消対象事案上申書（別記様式第１１号）に関係書類を添えて公安委員会

に上申するものとする。 

 (2) 聴聞等の実施 

交通指導課長は、公安委員会が聴聞を実施して登録法人の登録の取消し（以下

「登録の取消し」という。）を決定した場合には、被処分登録法人に対して処分理

由を告げて、登録取消処分通知書（取扱規程別記様式第７号。以下「処分通知書」

という。）を交付するものとする。 

 (3) 登録取消処分決定通知書等の送付 

ア 交通指導課長は、公安委員会が行政手続法（平成５年法律第８８号。以下「手

続法」という。）第２３条第１項の規定により聴聞を行わないで登録の取消しを

決定した場合には、登録取消処分決定通知書（別記様式第１２号）に処分通知書

を添えて所轄署長に送付し、処分通知書の交付を依頼するものとする。 

イ 所轄署長は、アにより登録取消処分決定通知書及び処分通知書の送付を受けた

場合には、速やかに被処分登録法人に対して処分理由を告げて処分通知書を交付

するとともに、処分を執行した旨を登録取消処分執行報告書（別記様式第１３

号）により交通指導課長を経由して公安委員会に報告するものとする。 

(4) 登録簿への登載 

交通指導課長は、登録の取消し処分を執行した場合には、登録簿にその旨を記載

するものとする。 

(5) 警察庁等への報告 

交通指導課長は、登録を取り消した場合には、確認事務法人登録の取消状況通報

書（別記様式第１４号）により、警察庁及び他の都道府県警察に通報するものとす

る。 

３ 返納命令 

  (1) 返納命令事案の上申 

交通指導課長は、資格者証の交付を受けた者が法第５１条の１３第２項各号のい

ずれかに該当することを認知した場合には、駐車監視員資格者証返納命令対象事案

上申書（別記様式第１５号）に関係書類を添えて公安委員会に上申するものとする。 

 (2) 聴聞等の実施 

交通指導課長は、公安委員会が聴聞を実施して資格者証の返納命令を決定した場

合には、被処分者に対して処分理由を告げて駐車監視員資格者証返納命令書（取扱

規程別記様式第１２号。以下「返納命令書」という。）を交付するものとする。 

 (3) 返納命令書等の送付 

ア 交通指導課長は、公安委員会が手続法第２３条第１項の規定により、聴聞を行

わないで資格者証の返納を決定した場合には、駐車監視員資格者証返納命令決定



書（別記様式第１６号。以下「返納命令決定書」という。）に返納命令書を添え

て所轄署長に送付し、返納命令決定書の交付を依頼するものとする。 

イ 所轄署長は、アにより返納命令決定書及び返納命令書の送付を受けた場合には、

速やかに被処分者に対して、処分理由を告げて返納命令書を交付するとともに、

処分を執行した旨を駐車監視員資格者証返納命令執行報告書（別記様式第１７

号）により、交通指導課長を経由して公安委員会に報告するものとする。 

 (4) 交付者名簿への登載 

交通指導課長は、返納命令の処分を執行した場合には、交付者名簿にその旨登載

するものとする。 

 (5) 警察庁等への報告 

交通指導課長は、公安委員会が資格者証の返納命令をした場合には、駐車監視員

資格者証返納命令状況通報書（別記様式第１８号）により、警察庁及び他の都道府

県警察に通報するものとする。 

第５ 登録簿等の番号 

登録簿、講習修了証明書、認定書及び資格者証に記載する番号は、別表第２のとおり

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１ 

駐車監視員資格者講習教授基準 

〔第１日目〕 

講習項目 教授細目 時 間 教  授  目  標 

駐車問題を始めとする道路交通法を取り巻く諸問題

について、道路交通の現状、交通事故の現況、駐車問

題の現状等を説明し、これに対処する交通警察の在り

方を理解させる。 

駐車問題と

交通警察 

これまでの交通警察による総合的な駐車対策につ

いて、具体的に事例を挙げて説明し、理解させる。 

交通警察

総説 

 

交通警察の

基礎知識 

１時間

警察の責務と組織概要、交通警察の目的、交通安

全対策の概要、道路交通法の目的と主な内容、道路

交通関係行政等について説明し、交通警察の基礎知

識を理解させる。 

違法駐車取

締りと確認

事務の民間

委託のため

の仕組み 

交通反則通告制度等の運転責任者の追及及び放置

違反金納付命令等の使用者責任の追及のための手続

等について説明し、その仕組みを理解させる。 

 確認事務の委託の制度について説明し、理解させ

る。 

新たな駐

車対策法

制及び駐

車監視員

制度 

駐車監視員

制度の概要 

２時間

駐車監視員の仕事、駐車監視員資格者証制度、そ

の義務等について説明し、駐車監視員制度を理解さ

せる。 

道路の基礎

知識 

道路の意義、分類等について説明し、理解させる。

車両の意義、分類等について説明し、理解させる。車両の基礎

知識 車両の番号標の意味、識別方法等について説明し、

理解させる。 

放置車両

の確認に

必要な基

礎知識 

（１） 

交通規制の

基礎知識 

２時間

交通規制の意義、主体、方法、効力発生の要件等

について説明し、理解させる。 

放置車両の

意義 

駐車監視員が確認することとなる「放置車両」に

ついてその意義、要件、種類等について説明し、理

解させる。 

駐停車又は駐車を禁止する場所における違反、駐

車の方法違反、時間制限区間における違反等につい

て、その規制及び成立要件等を図表等を用いて具体

的に説明し、理解させる。 

第 
 

一 
 

日 

放置車両

の確認に

必要な基

礎知識 

（２) 

～前半 

駐車に関す

る道路交通

法の規制 

２時間

駐車禁止除外指定車等について説明し、理解させる。

小  計 ７時間  

 



〔第２日目〕 

講習項目 教授細目 時 間 教  授  目  標 

放置駐車の

意義 

 駐車監視員が確認することとなる「放置車両」に

ついてその意義、要件、種類等について説明し、理

解させる。 

 駐停車又は駐車を禁止する場所における違反、駐

車の方法違反、時間制限駐車区間における違反等に

ついて、その規制及び成立要件等を図解等を用いて

具体的に説明し、理解させる。 

放置車両

の確認に

必要な基

礎知識 

（２) 

～後半 

駐車に関す

る道路交通

法の規制 

２時間 

 駐車禁止除外指定車等について説明し、理解させ

る。 

 駐車監視員による放置車両の確認と標章取付けの

実施要領について具体的に説明し、駐車監視員が行

う事務について理解させる。 

放置車両の

確認等の実

施要領等 

 放置駐車確認時における相勤者との連携による交

通安全確認要領等受傷事故防止について説明し、理

解させる。 

放置車両確

認時の留意

事項 

 個々の違反種別・違反態様ごとに確認事項、入力

事項及び確認時の留意事項について図表等を用いて

具体的に説明し、理解させる。 

放置車両

の確認等

の実施要

領等 

誤りやすい

違反種別の

認定要領 

４時間 

各種違反態様の想定事例に基づき放置車両の確認

を行うに際して、誤りやすい違反種別の認定要領を

具体的に理解させる。 

第 
 

ニ 
 

日 

基本的心

構え及び

職務倫理 

駐車監視員

の責任 

１時間  駐車監視員に係る秘密保持義務、みなし公務員制

度について説明するとともに、駐車監視員の仕事の

社会的意義を説明して、その責任等について理解さ

せる。 

小  計 ７時間  

 

 

〔第３日目〕（第２日目から一定期間後） 

講習項目 教授細目 時 間 教  授  目  標 

第
三
日 

修了考査 筆記試験 

正誤式 

５０問 

１時間 講習修了 1 週間後に修了考査を実施して履修状況を

考査することは、受講者に講習内容を復習する期間を

与え、より講習効果を高めることを目的とする。 

(合格基準９０％) 

小  計 １時間  

 

※ 講習時間合計 ３日間（１５時間） 



別表第２ 

登録簿に記載する番号等の記載要領等について 

項     目 内            容 

１ 登 録 簿 １ 数字は６桁とする。 

２ 桁毎付与数字 

「１ ２ ３ ４ ５ ６」 

１～２桁＝交付年（西暦の下２桁） 

３～６桁＝登録の一連番号 

３ 事例～２００５年の１０番目の登録 

「０５００１０」 

２ 駐車監視員資格者 

講 習 修 了 証 明 書 

１ 数字は９桁とする。 

２ 桁毎付与数字 

「１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９」 

１桁＝駐車監視員資格者講習修了証明書の番号（１） 

２～３桁＝都道府県コード（福井は５２） 

４～５桁＝交付年（西暦の下２桁） 

６～９桁＝修了証明の一連番号 

３ 事例～２００５年の１５番目の修了証明書 

「１５２０５００１５」 

３ 認 定 書 １ 数字は９桁とする。 

２ 桁毎付与数字 

「１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９」 

１桁＝認定書を示す番号（２） 

２～３桁＝都道府県コード（福井は５２） 

４～５桁＝交付年（西暦の下２桁） 

６～９桁＝認定の一連番号 

３ 事例～２００５年の２０番目の認定書 

「２５２０５００２０」 

４ 駐車監視員資格者証 １ 新規交付の場合 

  (1) 数字は９桁とする。 

  (2) 桁毎付与数字 

「１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９」 

１桁＝駐車監視員資格者証を示す番号（３） 

２～３桁＝都道府県コード（福井は５２） 

４～５桁＝交付年（西暦の下２桁） 

６～９桁＝交付の一連番号 

  (3) 事例～２００５年の２５番目の資格者証 

「３５２０５００２５」 

２ 書換え交付の場合 

書換え前のものと同一とする。 

３ 再交付の場合 

(1) １(2)の１桁の数字に、再交付の回数を加えるのみで

後は同様とする。 

(2) 事例～１(3)で受けた資格者証を再交付 

「４５２０５００２５」 

※ したがって、以後、再交付するたびに１桁目の数

字が増えていくことになる。 



別記様式第１号 

交 指 第    号  

  年  月  日  

 

     市区町村長  殿 

 

福井県警察本部交通部 

交 通 指 導 課 長  印  

 

 

身上調査照会書 

 

本  籍  

（ふりがな） 

氏  名 
 

生年月日 年  月  日生 

 

 上記の者は、道路交通法                           に

 

際し、          の規定に基づき身上調査の必要がありますので、別記事項を 

 

調査し、該当欄に記入の上、回答願いたく照会します。 

 

 なお、本籍、氏名等に多少の相違がありましても該当すると思われる場合には、上記に

 

準じて調査をお願いします。また、転籍している場合には該当する市区町村長に回送を、

 

在籍していない場合はその旨を記入の上、回答をお願いします。 

 

所 在 地 
〒   - 

 

担 当 者 の 

課 ・ 係 

氏   名 

 

         係 担当者印 

 

電 話 番 号 （    ）   -     （内線    ） 
 

第 ５ １ 条 の ８ に 規 定 す る 登 録

第５１条の１３の規定による駐車監視員資格者証の交

同条第３項第２号 

同条第１項第２号 



別紙 

 

身上調査照会回答書 

 

  年  月  日   

 

 福井県警察本部交通部 

 交 通 指 導 課 長  殿 

 

市区町村長 印   

 

 次の者に係る    年  月  日付身上調査照会について、下記のとおり回答し

ます。 

記 

※本  籍  

 （ふりがな） 

※氏  名 

 

※生年月日 年  月  日生 

言渡年月日 確定年月日 裁判所 罪 名 

刑 名 

刑 期 

金 額 

恩赦・刑

の執行停

止の有無 

前 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

破産の

有 無 
 

備 考  

※ 照会担当者名 係 市区町村取扱担当者  

注： ※印欄は、照会担当者において記入します。 

 



別記様式第２号 

第     号  

  年  月  日  

 

東京地方検察庁  殿 

 

福井県警察本部交通部    

交 通 指 導 課 長  印 

 

 

前 科 調 査 照 会 書 

 

次の者は、下記の規定に基づき、前科を調査する必要があるので回答願いたく照会し

ます。 

 

記 

 

□ 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 51 条の８第３項第２号 

□ 同法                第 51 条の 13 第１項第２号 

本籍又は国籍の

属する国におけ

る住所若しくは

居所 

 

氏 名 
 

異 名
 

生 年 月 日 年   月   日生 

外国人登録 

証明書番号等 
年   月登録 

（記号） 

第       号 

 

所 在 地 

〒   － 

 

 

担 当 者 
課・係 

氏 名 
担当者印 

 

回 

答 

先 

電話番号 （    ）     －         内線（    ） 
 

備考 不要な部分は、削除して使用すること。 



別紙 

  年  月  日  

福井県警察本部交通部 

交 通 指 導 課 長  殿 

 

東京地方検察庁  印  

 

 

前 科 調 査 回 答 書 

 

  年  月  日付け     第    号については、下記のとおり回答

します。 

記 

１ 前科は、見当たらない。 

２ 前科は、次のとおりである。 

裁判・確定・刑終了 裁判所 罪 名 刑 名・刑 期 

年  月  日 

宣告・略式 

年  月  日 

確 定 

年  月  日 

刑終了 

地方

支部

簡易

 

懲役、禁錮  年  月 

 

罰 金       円 

年間執行猶予 

付 保 護 観 察 

年  月  日 

宣告・略式 

年  月  日 

確 定 

年  月  日 

刑終了 

地方

支部

簡易

 

懲役、禁錮  年  月 

 

罰 金       円 

年間執行猶予 

付 保 護 観 察

 （注 該当の文字を○で囲んでください。） 

 



別記様式第３号 

 

 

  年  月  日   

 

 

福井県公安委員会  殿 

 

 

住 所 

氏 名              印  

 

 

 

受  領  書 

 

 

□ 登録通知書 

 

□ 登録（更新）申請に関する通知書 

 

□ 駐車監視員資格者講習修了証明書（新規・再交付） 

 

□ 認定書（新規・再交付） 

 

□ 駐車監視員資格者証（新規・書換え・再交付） 

 

□ 駐車監視員資格者証の申請に関する通知書 

 

□ 

 

 

 

 

上記のものを確かに受け取りました。 

 

 

※ 該当する□内に✓でチェックして下さい。 



 

 

 

 

 

別記様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車監視員資格者講習受講票 

 

ふりがな 

氏  名                （男・女） 

生年月日        年    月    日生 
 

項  目 日     時 

講  習 

受付時間 
各日午  時  分から午  時  分の間

検 印 

講習１日目     年 月  日午   時  分 開始  

講習２日目     年 月  日午   時  分 開始  

修了考査日     年 月  日午   時  分 開始  

場  所  

注  意 

事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

受 講 番 号 

 



別記様式第５号 

駐車監視員資格者講習受講票発出管理簿 

受講番号 氏     名 性別 生年月日 受理方法・受理日 発出日 申 請 者 備       考 

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       



別記様式第６号 

駐車監視員資格者認定考査受検票発出管理簿 

受検番号 氏     名 性別 生年月日 受理方法・受理日 発出日 申 請 者 備       考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

 

別記様式第７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車監視員資格者認定考査受検票 

 

 

ふりがな 

氏  名                （男・女） 

生年月日        年    月    日生 

 

項  目 日     時 

受付時間 
  年  月  日 

午   時  分から午   時  分の間 

検 印 

認定考査   年  月  日午   時  分開始  

場  所  

注  意 

事  項 
 

 

受 検 番 号 

 



別記様式第８号 

 

第     号  

  年  月  日  

 

 

福井県公安委員会  殿 

交通指導課長 
 

 

 

適合命令対象事案上申書 

 

  みだしのことについては、下記のとおり認知したから上申する。 

記 

 １ 認知項目 

 

   □ 車両、携帯電話用装置その他携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子 

計算機関係 

 

   □ 駐車監視員資格者関係 

 

   □ 事務所の位置関係 

 

 

 ２ 具体的認知事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 認知項目の関係□に✓印でチェックし、２に具体的内容について記載する。 



別記様式第９号 

 

第     号  

  年  月  日  

 

 

警 察 署 長  殿 

 

 

福井県公安委員会   
 

 

 

適合命令決定通知書 

 

   下記のとおり、道路交通法第５１条の９の規定により適合命令の決定がされた 

から通知する。 

   なお、対象法人に「適合命令書」を交付されたい。 

記 

所 在 地 
 

（電話番号            ） 

法 人 名 称 
 

 
対 象 法 人 

代表者氏名 
 

 

適合命令の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



別記様式第１０号 

 

第     号  

  年  月  日  

 

 

福井県公安委員会  殿 

 

警 察 署 長   
 

 

適合命令執行報告書 

 

  みだしのことについては、下記のとおり執行したから報告する。 

 

記 

 

１ 執 行 日 時 

 

 

２ 執 行 場 所 

 

 

３ 執 行 項 目 

 

 

４ 執行当事者 

 

(1) 執 行 者 

 

(2) 被執行者 

 

 

５ 執 行 状 況 

 

 

 

 



別記様式第１１号 

 

第     号  

  年  月  日  

 

福井県公安委員会  殿 

 

交通指導課長   

登録取消対象事案上申書 

 
  下記の法人は、道路交通法第５１条の１０の規定により、登録取消対象に該当する 

と認められるので上申する。 

 

記 

 

所 在 地 
 

（電話              ） 

名    称 
 

 

代表者の氏名 
 

 

法 
 

人 
登 録 番 号 

登録年月日 

 

事案の概要 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 

 □ 

 □ 

□ 

□ 

 □ 

 □ 
 

 



別記様式第１２号 

 

第     号  

  年  月  日  

 

 

警 察 署 長  殿 

 

 

福井県公安委員会   
 

 

 

登録取消処分決定通知書 

 

  下記のとおり、道路交通法第５１条の１０の規定により登録の取消しを決定したの 

で通知する。 

  なお、対象法人に「登録取消処分通知書」を交付されたい。 

記 

所 在 地 
 

（電話番号            ） 

法 人 名 称 
 

 
対 象 法 人 

代表者氏名 
 

 

取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



別記様式第１３号 

 

第     号  

  年  月  日  

 

 

福井県公安委員会  殿 

 

警 察 署 長   
 

 

登録取消処分執行報告書 

 

  みだしのことについては、下記のとおり執行したから報告する。 

 

記 

 

１ 執 行 日 時 

 

 

２ 執 行 場 所 

 

 

３ 執 行 項 目 

 

 

４ 執行当事者 

 

(1) 執 行 者 

 

(2) 被執行者 

 

 

５ 執 行 状 況 

 

 

 

 



別記様式第１４号 

第     号   

  年  月  日   

 

 警察庁交通局交通指導課長 

 警 視 庁 交 通 部 長  殿 

 各 道 府 県 警 察 本 部 長 

 

                                            福 井 県 警 察 本 部 長    

 

 

確 認 事 務 法 人 登 録 の 取 消 状 況 通 報 書 

 

 下記法人に係る道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５１条の８の規定による登

録を同法第５１条の１０の規定により次のとおり取り消したので通報する。 

記 
 

ふ り が な  

法 人 の 名 称  

ふ り が な  

代 表 者 氏 名
 

 

主たる事務所

の 所 在 地
 

登 録 番 号 第               号 

取 消 年 月 日      年    月    日 

取 消 理 由  

課          係 

担 当
警電      － 

 

 



別記様式第１５号 

 

第     号 

  年  月  日 

 

福井県公安委員会  殿 

 

交通指導課長   

 

  駐車監視員資格者証返納命令対象事案上申書 

 

 

 
  下記の法人は、道路交通法第５１条の１３第２項各号の規定に該当すると認められる

ので上申する。 

記 

住    所 
 

（電話              ） 

氏    名 
 

 

代表者の氏名 
 

 

対 

象 
者 

資格者証番号 

交付年月日 

 

事案の概要 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 

 □ 

 □ 

□ 

□ 

 □ 

 □ 
 



別記様式第１６号 

 

第     号  

  年  月  日  

 

 

警 察 署 長  殿 

 

 

福井県公安委員会   
 

 

 

駐車監視員資格者証返納命令決定書 

 

  下記のとおり、道路交通法第５１条の１３第２項の規定により駐車監視員資格者証 

の返納命令を決定したので通知する。 

  なお、対象法人に「駐車監視員資格者証返納命令書」を交付されたい。 

記 

住   所 
 

（電話番号            ） 

氏   名 
 

 
対 象 者 

資格者証交付年月日

資 格 者 証 番 号

 

 

返納命令の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



別記様式第１７号 

 

第     号  

  年  月  日  

 

 

福井県公安委員会  殿 

 

警 察 署 長   
 

 

駐車監視員資格者証返納命令執行報告書 

 

  みだしのことについては、下記のとおり執行したから報告する。 

 

記 

 

１ 執 行 日 時 

 

 

２ 執 行 場 所 

 

 

３ 執 行 項 目 

 

 

４ 執行当事者 

 

(1) 執 行 者 

 

(2) 被執行者 

 

 

５ 執 行 状 況 

 

 

 

※ 駐車監視員資格者証を添付して報告すること。 



別記様式第１８号 

第     号   

  年  月  日   

 

 警察庁交通局交通指導課長 

 警 視 庁 交 通 部 長  殿 

 各 道 府 県 警 察 本 部 長 

 

福 井 県 警 察 本 部 長   

 

 

駐 車監視員資格者証返納命令状況通報書 

 

次の者に係る駐車監視員資格者証については、道路交通法（昭和３５年法律第１０５ 

号）第５１条の１３第２項の規定によりその返納を命じたので通報する。 

 

ふ り が な  

氏 名 
 

 

生 年 月 日 
 

 

住 所 
 

 

駐 車 監 視 員 

資 格 者 番 号 
第               号 

命 令 年 月 日     年    月    日 

返 納 理 由 

 

 

 

 

 

課            係 

担 当 
警電      － 

 

 


